
 

 

令 和 ３ 年 １ 月 ８ 日 

中 部 地 方 整 備 局 

港 湾 空 港 部 

四 日 市 港 湾 事 務 所 

 

津松阪港海岸で「海岸協力団体」を募集！ 
 

 

中部地方整備局港湾空港部では、海岸環境の維持・海岸利用の促進活動等に幅広くご

協力をいただくため、津松阪港海岸において海岸協力団体を募集します。 

海岸協力団体制度とは、海岸において活動する民間の法人・団体を海岸協力団体とし

て指定することにより、海岸管理のパートナーとして地域に根ざした民間による活動が

促進され、地域の実情に応じた多岐にわたる海岸管理の充実につながることを期待して

います。 

 

 

記 

 

 １．募集期間 ： 令和３年 1月８日（金） ～ 令和３年２月４日（木） 

 

 ２．募集要項 ： 別添をご覧下さい。（以下サイトからも様式をダウンロードできます。） 

          URL: http://www.yokkaichi.pa.cbr.mlit.go.jp/ 

 

３．対象区間 ： 津松阪港海岸の国土交通省施工区間 

         （津ヨットハーバー付近～三重県立聾学校付近まで。別紙参照） 

 

４．申 請 先 ： 国土交通省 中部地方整備局 四日市港湾事務所 津松阪港事務所 海岸課 

          住所：津市丸之内２６－８ TEL：０５９―２１３―３８８０  

 

５．配 布 先 ：  中部地方整備局記者クラブ、中部専門記者会、三重県政記者クラブ、 

津市政記者クラブ、港湾新聞社、港湾空港タイムス、日本海事新聞社、 

海事プレス、マリタイムデーリーニュース 

 

【問い合わせ窓口】 

国土交通省 中部地方整備局 四日市港湾事務所 津松阪港事務所  

不破・青柳 

TEL ０５９―２１３―３８８０  FAX ０５９―２１３―３８８４ 



津松阪港海岸の「海岸協力団体」を募集します！

✓海岸協⼒団体とは
海岸において活動する⺠間の法⼈・団体を海岸協⼒団体として指定
することにより、活動の⽀援を⾏うものです。
海岸協⼒団体の指定により、海岸管理のパートナーとして地域に
根ざした⺠間による活動が促進され、地域の実情に応じた多岐に
わたる海岸管理の充実につながることを期待しています。

海岸協⼒団体の活動事例

海岸管理者（都道府県等）

指定申請

法⼈または団体（NPO等）

自発的活動

海岸法 第２３条の４（海岸協⼒団体の業務）
海岸協⼒団体は、当該海岸協⼒団体を指定した海岸管理者が管理する海岸保全区域について、次に掲げる業務を

⾏うものとする。
̶ 海岸管理者に協⼒して、海岸保全施設等に関する⼯事⼜は海岸保全施設等の維持を⾏うこと。
⼆ 海岸保全区域の管理に関する情報⼜は資料を収集し、及び提供すること。
三 海岸保全区域の管理に関する調査研究を⾏うこと。
四 海岸保全区域の管理に関する知識の普及及び啓発を⾏うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を⾏うこと。

✓海岸協⼒団体に指定されると︖
海岸協⼒団体としての活動に必要な占⽤等の許可の⼿続きが簡素化されます。
国や海岸管理者との情報交換が容易になるとともに、法律上位置付けられた団体となることで
社会的信⽤が向上し、円滑な活動につながることが期待されます。

海岸清掃活動 海浜植物の植栽・保護 海岸ＰＲ活動（⽔鉄砲⼤会）

※国土地理院地図（電子国土WEB）（https://maps.gsi.go.jp）をもとに中部地方整備局四日市港湾事務所作成

募集区間 ： 津ヨットハーバー付近～三重県立聾
学校付近までの海岸保全区域

別紙



津松阪港海岸海岸協力団体募集要項 

 

１．募集目的 

平成２６年６月の海岸法の一部改正により、海岸協力団体指定制度が創設されまし 

た。海洋環境の維持・海岸利用の促進活動等に幅広くご協力いただくため、津松阪港 

海岸（対象区間は後述）において海岸協力団体を募集します。 

 

２．海岸協力団体指定制度の概要 

海岸協力団体指定制度とは、自発的に海岸の清掃等を行う民間団体等（企業、ＮＰ

Ｏ、自治会、ボランティア団体等）を支援するものであり、これらの団体を海岸協力

団体に指定し、海岸管理者（海岸法第６条第３項の規定により公示した区間は、国土

交通大臣が権限を一部代行。以下同じ。）と連携して活動する団体として法律上位置

づけることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。 

そのため、海岸協力団体の指定は、要件を満たす団体を広く募集し申請のあった団

体の中から、その資質、能力等を審査の上、指定を行います。 

海岸協力団体に指定されると、活動を行う上で必要となる海岸法上の許可等につい

て、海岸管理者との協議の成立をもって足りることになります。 

なお、海岸協力団体としての活動以外では、海岸協力団体と称して活動を行うこと

はできません。 

 

３．対象となる活動及び区間 

（１）海岸協力団体としての活動の内容 

募集する活動内容は、次のうち、いずれか１つ以上の活動とします。 

①  海岸管理者に協力して行う海岸の維持 

・海岸（堤防含む）の清掃 等 

②  海岸の利用に関する知識の普及及び啓発 

・海岸の利用に関する知識の普及及び啓発 等 

③  上記の活動に附帯する業務 

・上記を実施するために必要な草刈りや清掃、事前告知 

・海岸利用の促進活動 等 

 

（２）対象区間 

三重県津市阿漕浦・御殿場海岸のうち、津ヨットハーバー付近から三重県立

聾学校付近までの海岸保全区域を対象とします。 

 

４．申請資格 

海岸協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人又は海岸法施行規則

（昭和３１年農林・運輸・建設省令第１号）第７条の３に規定する団体（以下、

「法人等」という。）であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとしま

す。 

また、直近おおむね５年間にわたり、上記３．（２）の区間において、同（１）

に示す海岸管理に資する活動を継続的に行っていることが必要です。 

①  代表者が定まっていること。 

②  事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関

する事項その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その

他これに準ずるものを有していること。 

aida-k
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③  適切な経理事務及び会計処理が行われていること。 

④  法人等の構成員（役員を含む。）が５名以上いること。 

⑤  申請時点において、法人等の設立後５年以上（特定非営利活動促進法（平成

１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づく認証を受けた法人にあって

は、当該認証を受ける前の活動期間を含む。）が経過していること。 

⑥  宗教活動又は政治活動を活動目的としていないこと。 

⑦  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はそれらの利益となる活

動を行う者でないこと。 

⑧  直近１年間の税を滞納していないこと。 

⑨  公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていると認められないこ

と。 

⑩  海岸協力団体の指定を受けた場合に、海岸協力団体としての活動以外では、

海岸協力団体と称して活動を行わないことを誓約できること。 

 

５．申請書類 

申請書（様式第１号）に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添え申請して下さ

い。 

（１） 添付書類 

①  法人等の規約その他これに準ずるもの並びに会員名簿その他の法人等の構成

員の数が記載されているもの 

② 活動実績報告書（直近おおむね５年間の記３．（２）の区間における、同

（１）に示す海岸管理に資する活動）（別添「様式－活動実績」参照） 

③ 活動実施計画書（指定後おおむね５年間）（別添「様式－活動計画」参照） 

④ 法人等の監査報告書又は収支計算書 

⑤ 法人等の納税証明書（課税対象団体である場合に限る。） 

⑥ ４．申請資格⑥から⑩の要件を満たすことを誓約できる書類（別添「誓約書」

参照） 

⑦ その他、参考となる資料 

 

（２） 申請にあたっての留意事項 

① 提出された書類は、返却いたしません。 

② 申請に要する一切の費用は、申請者の負担とします。 

③ 提出された書類は、本審査以外の目的には使用しません。 

 

６．募集期間 

令和３年１月８日（金）から令和３年２月４日（木）まで 

 

７．提出先 

以下の提出先に、持参又は郵送により提出してください。 

ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前１０時から午後４時

までとします。 

〒５１４－００３３ 

三重県津市丸之内２６番８号 津合同庁舎４階 

中部地方整備局 四日市港湾事務所 海岸課 

電話 ０５９－２１３－３８８０ 



 

８．審査方法 

提出された書類等に基づき、次に掲げる事項を確認・審査した上で決定します。 

（１）申請資格の確認 

 

（２）活動実績報告書の審査（継続性・公共性・活動姿勢） 

継 続 性：直近おおむね５年間にわたり、記３．（２）の区間において、

同（１）に示す海岸管理に資する非営利活動を継続的に行って

いること。 

公 共 性：上記の非営利活動が、海岸管理者から後援された活動、海岸管

理者と共同で実施した活動、その他の海岸管理者との協力関係

が認められる活動であること。 

活動姿勢：直近おおむね５年間において、海岸管理又は他の民間団体等の

海岸管理に資する活動の支障となり、又はそのおそれがある行

為を行っていないこと。 

 

（３）活動実施計画書の審査（実効性・貢献度・協調性） 

実 効 性：過去の活動実績を踏まえ、活動実施計画の実効性が認められる

こと。 

貢 献 度：海岸管理に対する貢献が認められること。 

協 調 性：活動に当たって地域（海岸管理者等、住民、市町村、他の民間

団体等）との協調性が認められること。 

 

（４）ヒアリング 

審査に当たっては、申請を行った法人等からヒアリングを実施する場合があ

ります。（ヒアリングの日時については、当方より連絡します。） 

 

９．結果の通知 

（１）海岸協力団体の指定を受けることとなる法人等に対しては、海岸協力団体指

定証を発行します。 

また、法人等の名称、住所及び事務所の所在地を公示します。 

（２）上記海岸協力団体指定証には、法人等の名称及び業務を行う海岸の区間を明

記し、指定番号の登録を行います。 

（３）海岸協力団体の指定を受けることができない法人等に対しては、その理由を

付して書面にて通知を行います。 

 

１０．指定後の留意事項 

（１）海岸協力団体の指定を受けた団体は、活動実施計画書に基づき、海岸協力団

体の業務を適正かつ確実に実施していただきます。 

（２）海岸協力団体の指定を受けた団体は、活動実施計画書の計画期間の終了前

に、当該計画期間の終了後の次の計画期間の活動実施計画書を提出してくださ

い。 

（３）海岸協力団体の指定を受けた団体が、活動実施計画書を変更しようとすると

きは、速やかに変更の内容を明らかにする書類を提出してください。 

（４）海岸協力団体の指定を受けた団体は、海岸管理者の求め（年１回以上）に応

じ、活動状況について報告する必要があります。 



（５）活動実施計画について、必要に応じて、指導・助言を行う場合があります。 

（６）海岸協力団体の代表者が変更となった場合又は海岸協力団体が解散をした場

合には、速やかに報告してください。海岸協力団体が解散をした場合、海岸管

理者はその旨を公示します。 

（７）海岸法第６条第１項の規定に基づく国土交通大臣の工事が完了した旨の公示

がされた場合は、国土交通大臣が代行していた海岸協力団体にかかる事務は、

海岸管理者が引き続き行うことになります。 

 

１１．指定の取り消し 

海岸協力団体の指定を受けた団体が、以下に掲げる事項に該当する場合には、指

定が取り消されます。 

（１）海岸管理者が海岸協力団体に対して行う業務運営についての改善措置命令に

違反した場合。 

（２）海岸協力団体が詐欺その他不正の手段により指定を受けた場合。 

（３）海岸協力団体から指定の取消しの申請があった場合。 

海岸協力団体の指定を取り消した場合、海岸管理者はその旨を公示します。 

 

１２．問い合わせ先 

〒５１４－００３３ 

三重県津市丸之内２６番８号 津合同庁舎４階 

中部地方整備局 四日市港湾事務所 海岸課 

電話 ０５９－２１３－３８８０ 

  



（様式第１号） 

 

 

海岸協力団体指定申請書 
 

 

令和 年 月 日 

 

 

（申請先） 

国土交通省 

中部地方整備局長 殿 

 

 

（申請者） 

住所 

事務所の所在地 

法人等の名称 

代表者氏名             

 

 

海岸協力団体の指定を受けたいので、海岸法第２３条の３第１項の規定に基づき、

関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

添付書類 

 

１ 法人等の規約その他これに準ずるもの並びに会員名簿その他法人等の構成員 

の数が記載されているもの 

２ 活動実績報告書（直近おおむね５年間） 

３ 活動実施計画書（指定後おおむね５年間） 

４ 法人等の監査報告書又は収支計算書 

５ 法人等の納税証明書（課税対象団体である場合に限る。） 

６ 募集要項 ４．申請資格の⑥から⑩の要件を満たすことを誓約できる書類 

７ その他、参考となる資料 



（様式－活動実績）１／２ 

 

直近おおむね５年間の活動実績報告書 
 

１．提出日 

・令和  年  月  日 

 

２．法人等名 

・法人等名：   

・代表者名：   

 

３．活動実績 

（１）継続性（活動内容及び活動期間） 

・次の①～③のいずれかに○印を付して、（ ）内に活動内容、活動期間、活動が

行われた海岸の区域を記載してください。 

（複数ある場合は複数可、ただし、活動内容ごとにおける活動期間を審査する。） 

・「 」内に、おおよその活動開始時期を記載して下さい。 

・また、その実績が分かる資料（写し）を添付してください（例：海岸管理者が発行するパンフレ

ット、参加認定証、当該法人等が作成している活動実績報告書等）。 

① 海岸の清掃 

（ ） 

「令和／平成／昭和  年  月から提出日まで」 

 

② 海岸の利用に関する知識の普及及び啓発 

（ ） 

「令和／平成／昭和  年  月から提出日まで」 

 

③ 前各号に付帯する活動 

（ ） 

「令和／平成／昭和  年  月から提出日まで」 

 

→次の頁へ続く 



（様式－活動実績）２／２ 

（２）公共性（活動実績） 

・次の①～④のいずれかに○印を付して、（     ）内に協力関係があった海岸管理者等の名

称又は内容等を記載してください（複数ある場合は複数可）。 

・また、その実績が分かる資料（写し）を添付してください（例：共催・後援・委員等の協力関

係又は表彰実績が分かる資料（協議書、申請書、委嘱状、表彰状等））。 

・④を記載する場合は、①～③に該当しない海岸管理者等との協力関係について記載して下さ

い。（例：申請者の実施している環境学習会等に講師として海岸管理者が毎年参加してい

る。継続的に海岸管理者が整備した施設の管理に協力している。等） 

 

① 当該実績が、海岸管理者等が行う活動との共催又は後援となっているなど、公式の

協力関係が複数回ある。 

（ ） 

 

② 当該実績に海岸管理者等と共同で実施した企画あるいは活動が複数回ある。 

（ ） 

 

③ 当該実績に関して、海岸管理者等から協力に関する表彰実績がある。 

（ ） 

 

④ 上記①②③に準じた活動実績がある。 

（ ） 

 

以上 



（様式－活動計画）１／２ 

 

指定後おおむね５年間の活動実施計画書 
 

１．提出日 

・令和  年  月  日 

 

２．法人等名 

・法人等名：   

・代表者名：   

 

３．活動実施体制 

（１）実効性（実施体制、実施計画） 

① 活動時期、スケジュール 

※海岸協力団体の活動時期やスケジュールを文章又は表形式により記載願います。

（別様（任意）でも可） 

 

 

 

 

② 活動内容・区間と活動者数 

※海岸協力団体の具体的な活動内容・区間とおおよその活動者数を記載願います。 

※活動内容のイメージが分かる図・写真等があれば貼付願います。 

（別様（任意）でも可） 

 

 

 

 

 

③ 活動実施にあたっての目標、注意事項 

※海岸協力団体の活動の目標、注意事項について、過去の活動実勢を例示するなどして文章

により記載願います。 

 

 

 

 

 

→次の頁へ続く 



（様式－活動計画）２／２ 

 

（２）貢献度（活動方針、協力姿勢） 

① 活動方針 

※海岸協力団体として行う活動の活動方針を記載願います。 

※海岸管理への貢献について記載願います。 

 

 

 

 

 

 

② 海岸管理への協力姿勢 

※実施に当たり海岸管理への協力姿勢を文章により記載願います。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）協調性（地域への配慮等、地域と連携） 

① 地域への配慮等 

※住民、市町村、他の民間団体等への配慮について、文章により記載願います。 

 

 

 

 

 

 

② 地域と連携 

※住民、市町村、他の民間団体等との連携計画等を文章により記載願います。 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

※Ａ４版で１～４枚程度を目安として作成してください。 



（様式－誓約書） 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

国土交通省 

中部地方整備局長 殿 

 

 

（申請者） 

住所 

事務所の所在地 

法人等の名称 

代表者氏名             

 

 

海岸協力団体の申請資格に係る誓約書 

 

 

海岸協力団体の申請資格について、下記事項に該当していることを誓約します。 

 

１）宗教活動又は政治活動を活動目的としていないこと。 

２）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はそれらの利益となる活動を行う者でな

いこと。 

３）直近１年間の税を滞納していないこと。（課税対象団体である場合に限る。） 

４）公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていないこと。 

５）海岸協力団体の指定を受けた場合に、海岸協力団体としての活動以外では、海岸協

力団体と称して活動を行わないこと。 
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